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第２章 各国における審査段階手続 

 

１.米国 
２.欧州（OHIM／欧州共同体商標意匠庁） 
３.韓国 

 



 113  
 

 

１.米国 
 
    本報告書では、法典等の記載は、括弧内の記載方法により記載する。 
     アメリカ合衆国特許法：合衆国法典第 35 巻（35 U.S.C.） 
     アメリカ合衆国特許規則：連邦規則法典第 37 巻（37 CFR） 
     アメリカ合衆国特許審査便覧（MPEP） 
     意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定（協定 Article） 
      ハーグ協定の 1999 年改正協定及び 1960 年改正協定に基づく共通規則（共通規則 Rule） 
     ハーグ協定に係る出願のための実施細則（2014 年 7 月 1 日施行）（実施細則 Section） 
 
    インターネットから取得した情報については、各項目の最後に、当該情報が掲載された 
    アドレスを記載する。当該情報は主として、米国特許商標庁（USPTO、United States  

Patent and Trademark Office）のホームページ 
（http://www.uspto.gov）に掲載されている情報で 
ある。 

 
 
（１）意匠法の動向 

     アメリカ合衆国特許法（以下、米国特許法という）（35 U.S.C.）は、AIA（米国特許法改正；

Leahy-Smith America Invents Act）が 2011 年 9 月 16 日に署名され、先願主義及び登録後

レビュー制度（Post-grant review）の導入等、大改正が行われた。 
     ハーグ協定への加入に関しては、特許法条約実施 2012 年法（Patent Law Treaties 

Implementation Act of 2012(“PLTIA”) ）、第１章（Title 1）に基づき米国特許法の改正

を実施し、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブアクト1999年7月2日」（The  
    Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of  

 Industrial Designs, July 2, 1999）(以下「ハーグ協定」という)の 実施規則を定めている. 
    これらは、2012 年 12 月 18 日に署名され、2015 年 5 月 13 日から実施された（USPTO  
    Announcement: Hague Agreement Concerning the International Registration of  
    Industrial Designs）。 
 

   http://www.uspto.gov/patent/initiatives/hague-agreement-concerning-international-registration-industrial-designs 
 

 

      この改正により、米国出願人は国際意匠出願について、間接出願の官庁として USPTO 
を通して行うことができ、かつ米国を指定して出願する事ができるようになった。 

     加えて、2015 年 5 月 13 日以降の出願は、権利期間が登録から 15 年となる。 
 
     ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する具体的な規定は、以下 1)〜3)に規定されて 
    いる。 

 
 
① 35 U.S.C. 381〜389 

    Ⅴ THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING INTERNATIONAL    
REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS 

      http://www.uspto.gov/patent/initiatives/hague-agreement-concerning-international-registration-industrial-designs 
 
② CFR Title37, Chapter 1, Subchapter A, Part 1, Subpart I  

        International Design Application 
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=7e0c0cb901a78b7cf6d81a983274f338&mc=true&node=sp37.1.1.i&rgn=div6#se37.1.1_11001 

 

③  MPEP Chapter 2900  
   International Design Applications（添付） 

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2900.pdf 
 

 
     また、本報告書作成にあたり使用した、USPTO のホームページ、及び WIPO のホームページ 

に掲載されている以下の情報（以下 4）〜9)）については、括弧内の記載方法により明示する。 
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④ Frequently Asked Questions by USPTO 

  （Question HA1000〜8040） 
http://www.uspto.gov/patent/initiatives/hague-agreement-concerning-international-registration-industrial-designs#faq 

 
⑤ USPTO による説明資料 2015 年 4 月 29 日(P.P. Apr 29th) 

   U.S. Implementation of the Hague Agreement   
   Hague System Overview 

        www.uspto.gov/sites/default/files/documents/FINAL%20HAGUE%20FORUM%20SLIDES%204-29.pptx 
 
⑥ USPTO による説明資料  2015 年 5 月 14 日(P.P. May 14th) 

   Patent Public Advisory Committee Quarterly Meeting 
   International Update 
  http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20150514_PPAC_International_Update.pdf 
 
⑦ USPTO による説明資料  2014 年 1 月 14 日(P.P. Jan 14th) 

   U.S. Implementation of the Hague Agreement 
http://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/FINAL_Hague_Forum_PPT_1-14-14_USPTO_Final.pdf 

 
⑧ WIPO による説明資料   2015 年 11 月 19 日-1(P.P. Nov 19th -1) 

   International Application and Examination 
   Seminar on the Hague System for the International Registration of Industrial  

Designs: Practical Approach and How to Use it 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/wipo_hs2_15/wipo_hs2_15_1.pdf 

 
⑨ WIPO による説明資料   2015 年 11 月 19 日-1(P.P. Nov 19th -2) 

   Practical Guidance to Users Designating Japan, the Republic of Korea and the 
 United States of America 

   Seminar on the Hague System for the International Registration of Industrial  
Designs 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/wipo_hs2_15/wipo_hs2_15_4.pdf 

 
 
（２）意匠の定義 

   MPEP 1502 Definition of a Design [R-07.2015]*に、以下のように記載されている。 
   デザインパテントの主体は、請求された具体化された、または表された製造物の 

デザイン（または部分）であり、物品そのものではない。商品の形状と同様に全て 
の種類の表面装飾である装飾デザインが含まれる。 

   物品のデザインは具現化された視覚的な特徴から成り、物品に表わされる。   
   デザインパテントの主体は、外観であるとはっきり示されて以来、物品の外観又 

は形状、物品に表された表面的な装飾とそれらの結合に関連する。 
   デザインは物品から分離されず、表面装飾としてのみで存在せず、複製可能であ 

り、単なる方法の結果ではない。 
 MPEP 1502 Definition of a Design [R-07.2015] : http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1502.html 

 
 
（３）米国の特徴的な制度 

    米国の特徴的な制度として、以下のものがある。 
①IDS（情報開示陳述書；Information Disclosure Statement）の提出 
 IDS は、国際登録の公表日から 3ヶ月以内に提出しなければならない。国際出願 

時の提出は必要ない。追加の費用請求は無い。（Question HA1100、37CFR 1.97、 
共通規則 Rule 7(5)(g)）、DM1/ ANNEX Ⅲ） 

②小規模、極小規模事業体に対する費用の軽減 
  米国の指定手数料が、小規模企業（small entity）は 50%, 極小規模企業（micro  

entity）は 75％が軽減される。ただし極小規模企業は、証明書の提出が必要。DM/1  
の記載、及び ANNEX Ⅳ（添付）の提出が必要。（Question HA4040） 

③仮保護 
  仮保護は、国際登録の国際事務局による公表日から開始される。 
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（35 U.S.C.154(d)） 
④発明者先願主義（先公表主義） 
  AIA（米国特許法改正；Leahy-Smith America Invents Act）発効により、先発明 
主義から米国特有の先願主義へ移行した。公表後１年の猶予期間が認められる。有 
効出願日（effective filling date, 米国出願日または優先日）前１年以内の公知は新 
規性無しとは判断されず（新規性喪失の例外規定）、かつ公表後、有効出願日前の 
他人の公表または出願にも影響されない。（35 U.S.C.102(b)(1)(2)） 

 
⑤登録後レビュー制度 
  特許付与後に異議申し立てが出来る。 
⑥優先権主張（パリ条約） 
  優先権を主張するには、優先権証明書が必要となる。その提出期限は、登録料 
納付時までである。 

 
 

（４）方式要件 
①国際事務局による方式審査の要件を満たす事により、出願日、国際登録日が決定 
される。不十分な場合は国際事務局から修正の要求があり、それに対する応答は、 
直接国際事務局へ提出しなければならない。（CFR§1.1045）  

②創作者（法定氏名、住所（郵便）、居所）の記載は CFR§1.9(d)、共通規則 Rule  
11(1)に規定されている。 

③発明者の誓約（oath）又は宣言書（Declaration）の提出が必要であり、DM1/  
ANNEXⅠを使用して提出する（添付）。（CFR§1.63,1.64、共通規則 Rule 8(1)に 
基づく宣言書（Declaration））  

④米国を指定国とした場合の国内法に基づく出願に対する要求事項は、CFR§1.1021 
(b)(1)(ⅲ),(d)に規定されている。②③以外の規定内容は以下の通りである。 
１）クレームの記載    

  クレームは言葉により特定され、物品（具体的な物品の名称）に表された装飾 
意匠を慣習的な用語により記載する、または視覚的に説明する。２以上のクレーム 
の記載は許されない。（CFR§1.1025） 

2）複製物（意匠）を表した図面等。添付されていない場合は審査段階で要求され 
る。（CFR§1.1024, 1.1067） 

⑤米国を指定国とする出願の出願人は、以下の条件を満たす必要が有る。満たさない 
場合は審査段階で拒絶される。（35U.S.C.chapter 11、CFR§1.1011） 
１）単独または共同発明者 
2）発明者が死亡した場合、または法的能力の無い発明者の出願は、それらの法定 
代理人 

3）国際出願における出願人としての譲受人,義務による譲受人又は十分な財産的権 

利を有する者  
   
      複製物（意匠）について 

⑥共通規則 Rule 9 と、ハーグ協定に係る出願のための実施細則、パート４（Part Four 
 of the Administrative Instruction）に記載された要件を満たさなければならない。 
（CFR§1.1026，MPEP 2920.04(b)） 
⑦図面について、共通規則に定める追加の請求（共通規則 Rule 9(3)）は無い。 
⑧カラー図面が認められる。 
⑨米国デザインパテント出願に要求される図面に関する規定（CFR1.84）は(c)図面の 
表示を除き、国際意匠出願には適用されない。(P.P. Jan 14th P54) 

 
      その他一般事項 

⑩ハーグ協定 1999 年改正協定（1999 Geneva Act）に加入しておらず、ハーグ協定 
1960 年改正協定（1960 Hague Act）のみ加入している締約国の米国指定は認めら 
れない。（Question HA2020） 

⑪国際登録日が、米国における国際意匠出願の出願日となる。（35U.S.C.384） 
     米国が出願日を認めるための追加必須事項として、以下の事が求められる。（協定 
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Article 5(2)、Question HA2020） 
1）創作者の表示 
2）出願意匠の複製物または形状の特徴についての簡単な説明、および/または、請求 
の範囲、の記載 

 
      出願の瑕疵に対する補正が期限を経過した場合、請求書の提出と遅延料の支払等によ 
     り、再提出が認められる。（35U.S.C.387、CFR§1.1051） 
 
 

（５）審査（米国における審査） 
①USPTO では実体審査が行われ、方式審査は行わない。(P.P. May 14th ,P19) 
②USPTO から「保護の付与の声明」が発行される。(P.P. May 14th ,P19) 
③国際意匠出願の USPTO による実体審査は、通常他の意匠出願と同様に行われ、拒絶 
も通常の国内出願同様に行われる。登録要件として、発明の単一性、新規性が求めら 
れる。（Question HA6000）  

  USPTO からの拒絶の通報は、出願人へ直接通知されず、国際事務局へ送られる。 
（Question HA6020） 
  拒絶の通報に対する応答書は、国際事務局を経由せず、直接 USPTO へ送らなければ 
ならない。（Question HA6040） 

④発明の単一性を満たさない、複数意匠を含む出願は認められない。複数意匠を含む国際 
出願の場合、米国の審査段階で１つの明確な意匠のみ請求する事が出来る。仮に複数の 
意匠が表されている場合は、審査官は出願人へ一の意匠を選択するように要求する。 
（CFR§1.1064）出願人は選択しなかった意匠について、分割出願により出願をする 
ことができる。（Question HA6060） 

⑤いずれの国際意匠出願も 35U.S.C.に基づいて審査され、特許とする条件を満たさない 
場合、国際公表から 12 ヶ月以内に国際事務局へ拒絶の通報（Notification of refusal） 
が送付される。（37 CFR 1.1062） 

⑥拒絶の通報には、国際登録番号、拒絶の根拠、先行意匠の複製のコピーと関係する情報、 
類似性による拒絶の根拠、拒絶の通報に対する応答期限が記載される。 
（37 CFR 1.1063(a)）  

⑦応答期限については、37 CFR 1.134 と 1.136 に規定されている。（カ）②参照。 
⑧拒絶の通報に対する応答は、必ず直接 USPTO へ提出しなければならず、国際事務局経由の 
提出は認められない。（37 CFR 1.1063(b)） 

⑨USPTO による２回目以降の通知（例えば、登録通知、最終拒絶通知、最終ではない拒絶 
通知）は、直接出願人へ送付される。 

 
 
（６）拒絶の通報を受領した場合の応答手続 

①拒絶の通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語） 
  拒絶の通報は英語で記載される。 
  見本として示す拒絶の通報は、２つの実施態様を示す意匠が出願に含まれており、一発明 
（一意匠）へ限定することを求めている。 

 
  通知には、以下の内容が含まれる。 

1）書誌データシート（BIB DATA SHEET） 
2）参考文献通知（Notice of References Cited） 
3）サーチ記録（Search Notes） 
4）拒絶の通報（NOTIFICATION OF REFUSAL） 

  オフィスアクションの概要と説明が含まれる。オフィスアクションの概要には、応答期限 
が記載され、現在の状況（本通知が最後の通知か否かなど）がチェック項目をチェックする 
事により示される。通知の理由が具体的に記載され、最後に USPTO の問い合わせ先が記載 
されている。 

   
     見本は以下の通りである 
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書誌データシート 
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参考文献通知 
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サーチ記録 
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拒絶の通報 
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オフィスアクションの概要 

 
応答期限 

- 短縮された法定期間は、本通知の郵送日から２ヶ月 

  に設定されている。37CFR 1.136(a)の規定により延長できる。いかなる場合においても、応答はタイムリー 

  に、この通信の郵送日から 6ヶ月後までに提出しなければならない。 

- 仮に応答の期限が記載されていない場合でも、最大法定期間は本通知の郵送日から６ヶ月である。 

- 応答しない、または延長期間内に応答しない出願は、失効する。USPTO が郵送日から３ヶ月以上経過して 

- 受領した応答は、 タイムリーに提出した場合であっても特許期間の調整を狭める。 
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②拒絶の通報の応答期間 
オフィスアクションは応答期限とともに出願人に通知される。応答期限は郵送日 
から６ヶ月。（CFR1.134） 

③現地代理人の必要性の有無 
外国の出願人は、USPTO に登録されている特許弁護士（弁理士）またはエージェ 
ントの代理人が必要。 

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/foreign.htm 
④現地代理人なしでできる手続き 
外国の出願人は、上記③のとおり。 

⑤拒絶確定までの概略 
拒絶の通報は、最後ではない通知（non-final）を通知後、拒絶内容が解消されない場合、 
最後の通知（final）を経て拒絶となる。 

⑥オフィシャルレターの種類 
USPTO の特許審査官から通知されるオフィシャルレターの種類は以下のとおりである。 
1）オフィスアクション（Office Action） 
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       限定要求（restriction requirement）、最後ではない通知（non-final Office action）、 
       及び最後の通知（final Office action）が含まれる。 

2）登録通知（Notice of Allowability） 
（キ）に詳述。 

3）通知（Notice） 
上記以外の審査官からの通知として、出願または出願人の応答に対する不備を指摘する 
通知がある。この通知は通常、応答期間が２ヶ月に設定される。 
     http://www.uspto.gov/patents-maintaining-patent/responding-office-actions 

 
（７）拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略（登録査定の発送等） 

    登録通知（Notice of Allowability）を出願人へ送付し、出願が登録可能な事を通知する。 
   当該通知には、登録料金と必要な公報費用が記載され、それらは３ヶ月以内に支払わなけれ 
   ばならない。料金が期間内に支払われないと出願は放棄されたと扱われる。(35 U.S.C.151） 
 

（８）異議 
    AIA 発効により、付与後異議制度に近似する登録後レビュー制度（Post-grant review）が 

導入された。申立の期間は、特許付与または再発行特許発効日から９ヶ月以内。何人も請求す 
ることができる。（35 U.S.C.321,322） 

 
（９）再審査 

    異議とは別に、以下２種の再審査の制度がある。 
①査定系再審査 
②当事者系レビュー(Inter partes review) 
特許付与または再発行特許発効日から９ヶ月後以降、利害関係人が請求することができる。 
請求理由は新規性（35 U.S.C.102）、自明性（35 U.S.C.103）のみである。 

（35 U.S.C.311 (a)(b)(c), 312(a)） 
 

（１０）上訴（審判請求） 
      特許出願人はクレームが２度拒絶された場合、手数料を納付した上で、審査官の決定 
   に対し審判請求する事が出来る（Appeal to the Patent Trial and Appeal Board）。（35   

 U.S.C.134(a)） 
      出願人は、更に審判の決定（134(a)に基づく決定）に不服が有る場合、以下の２カ所 
   のいずれかへ提訴する事が出来る。 

①CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit, 連邦巡回控訴裁判所)（35 U.S.C.141） 
②バージニア州東部地区連邦裁判所（United States District Court for the Eastern District 
 of Virginia）（35 U.S.C.145） 

 
（１１）権利行使 

①権利の発生時期、条件 
 1）特許侵害 

       法に別途定める場合を除き、特許発明をその存続期間中に、権限なしで、合衆国において 
生産、使用、販売の申し出若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国へ輸入する者は、特 
許を侵害する。（35 U.S.C.271） 

②侵害訴訟の提起（差止請求、損害賠償） 
    1) 差止請求 

     裁判所は、侵害行為を防止するために差止命令を下す事が出来る。ただし管轄権を有する 
裁判所に限られる。（35 U.S.C.283） 

      2) 損害賠償 
    裁判所は、侵害を補償するのに十分な損害賠償を決定しなければならず、当該賠償はいか 

なる場合も、発明の使用に対する適切なロイヤルティに裁判所が定める利息と費用を加えた額 
を下回ってはならない。 

    損害賠償について陪審による評決が行われなかった場合、裁判所がそれを査定しなければな 
らない。いずれの場合も、裁判所はその額を３倍まで増額する事が出来る。（35 U.S.C.284） 

    損害賠償請求は、特許品が特許であることの表示をしていない限り、認められない。ただし、 
侵害者に対して侵害である事を通知した場合は、その通知日以降の損害について請求すること 
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ができる。（35 U.S.C.287） 
    損害賠償請求には時効があり、法に別途定める場合を除き、侵害に対する提訴または反訴が 

提起された日から６年を超える前に行われた侵害に対しては、請求する事が出来ない。 
（35 U.S.C.286） 
 

（１２）特許庁ウェブサイト等から入手可能な情報 
①各国意匠検索システム 

USPTO が提供している特許関係のデータベースは、以下に示すように各種ある。 
 

1）特許出願フルテキスト・イメージデータベース（USPTO Patent Application Full-Text 
and Image Database (AppFT)） 

2）グローバルパテントサーチネットワークGlobal Patent Search Network (GPSN) 
3）特許出願情報検索（Patent Application Information Retrieval (PAIR)） 
4）パブリックサーチ施設（Public Search Facility） 

    アレキサンドリア（Alexandria）に所在し、オンライン検索の他にも各種の検索を行う 
事が出来る。 

5）特許公報（Patent Official Gazette） 
6）一般的な引用書類（Common Citation Document (CCD)） 
7）海外特許庁検索（Search International Patent Offices） 
8）経過情報検索（Search Published Sequences） 
9）特許譲渡情報データベース（Patent Assignment Database (Assignments on the Web)） 

 
アクセス方法は、USPTO のインターネット上のホームページにおいて、以下の手順で行う。 

 
 トップページに表示されている「Search for Patents」を選択すると、次ページにある検索 
可能な項目が表示される。 
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上記の中から、特許フルテキスト・イメージデータベース（USPTO Patent Full-Text and  
Image Database (PatFT)）を使用した検索方法について、以下に示す。 

 
1）クイックサーチ http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html 

     

Data current through December 29, 2015..

Query [Help]

Term 1: in Field 1: All Fields

AND

Term 2: in Field 2: All Fields

Select years [Help] 
1976 to present [full-text]                                    Search     

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US
Classification.

When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in
length, excluding commas, which are optional.

1976

1790
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2）アドバンスサーチ http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm 
 フィールドコードは、一覧表にて後述。 

    

Data current through December 29, 2015..

Query [Help]
Examples:
ttl/(tennis and (racquet or racket))
isd/1/8/2002 and motorcycle
in/newmar-julie

Select Years [Help]
1976 to present [full-text]    Search    

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current
Classification (US, IPC, or CPC).

When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters
in length, excluding commas, which are optional.

 
 

3）特許番号サーチ http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm 
   特許番号による検索。デザインパテントの番号はDから始まる。全て７桁の番号。 

Search Reset
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4) フィールドコード表 

 

Field
Code Field Name

PN Patent Number
ISD Issue Date
TTL Title
ABST Abstract
ACLM Claim(s)
SPEC Description/Specification
CCL Current US Classification
CPC Current CPC Classification
CPCL Current CPC Classification Class
ICL International Classification
APN Application Serial Number
APD Application Date
APT Application Type
GOVT Government Interest
FMID Patent Family ID
PARN Parent Case Information
RLAP Related US App. Data
RLFD Related Application Filing Date
PRIR Foreign Priority
PRAD Priority Filing Date
PCT PCT Information
PTAD PCT Filing Date
PT3D PCT 371c124 Date
PPPD Prior Published Document Date
REIS Reissue Data

RPAF Reissued Patent Application Filing
Date

AFFF 130(b) Affirmation Flag
AFFT 130(b) Affirmation Statement

 

 

/

CPC *

CPC

ID

PCT

PCT

PCT 371c124

 

 
  CPC分類＊：USPTOとEPO間で作成した分類 
 

 
（１３）その他 

    ① 権利期間 
      2015 年 5 月 13 日以降に出願された意匠出願は、15 年の権利期間となる。   
     （35U.S.C.173、Question HA7000） 
 
    ② 国際事務局による公表 
      標準的な国際登録は WIPO により国際登録の日から６ヶ月後、又はその日以降の出来 
     るだけ早期に公表される。出願人は即時公表を請求する事が出来るが、米国を指定国  
     とした場合の公表の延期は認められない。即時公表は国際登録後即時に公表される。 
     （Question HA8000、P.P. Apr 29th P50） 
  
    ③ 早期審査 
      米国を指定国とする国際出願について、早期審査（Expedited Examination）を請求す 

る事が出来る。条件として、当該国際登録が国際事務局により公表されていなければな 
らない。（CFR§1.155、Question HA8020 

 
 

TTL 


